
 

 

第８回 吹田市地域公共交協議会 議事概要 

日時:2023 年 11 月 27 日（月）15:30～17:00 

場所:千里山コミュニティセンター 

多目的ホール及び WEB 会議 

1. 開会 

事務局: 

 

お待たせいたしました。 

それでは、ただいまから第８回吹田市地域公共交通協議会を始めさせていただ

きます。本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。本

日、司会を務めさせていただきます土木部総務交通室の天野と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

次に、委員の御出席状況の御報告でございます。本日２４名の委員のうち、半

数以上の御出席をいただいておりますので、吹田市地域公共交通協議会設置要

領第５条第２項の規定により、本協議会は成立しておりますことを御報告させ

ていただきます。 

次に、資料の確認をさせていただきます。 

【配布資料の説明】 

それでは、本日御都合により、猪井会長はＷｅｂで出席をされておりますので、

副会長の葉委員に議事の進行をお願いいたしたいと思います。 

葉委員、よろしくお願いいたします。 

 

2. 議事 

副会長: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。大阪大学の葉でございます。本日は、私のほうで議事の

進行をさせていただきたいと思います。 

本日の議事は、今御紹介いただきましたとおり、すいすいバスの運賃改定、及

び地域コミュニティ交通の創出について、そして、今後のスケジュールという

ことでございます。報道でもありますとおり、地域交通を取り巻く環境が変化

している中で、計画側も少し実情に応じた形、あるいは様々な資源を活用して

いきながら地域交通を持続させていく、そういったことが必要になろうかと思

いますので、本日も皆さんの忌憚なき御意見を賜りますよう、どうぞよろしく

お願いいたします。ここから着座にて進めさせていただきます。 

まずは、傍聴に関してです。本日は会場に２名、Ｗｅｂに２名、傍聴希望者が

いらっしゃるということですので、公開することが恐らく原則となっておられ

ると思いますので、傍聴の方に入場していただきたいと思います。 

それでは、お手元に配付しております議事に従いまして進めてまいりたいと思

います。 

まずは議事の１つ目、資料－１ですね。すいすいバスの運賃改定について、事

務局のほうで御説明のほうをよろしくお願いいたします。 

 

 

参考資料－２ 



 

 

事務局: 

副会長: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局: 

副会長: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【すいすいバスの運賃改定について（資料-１）説明】 

御説明ありがとうございました。何点かあったかと思うんですけれども、まず

は令和６年４月１日、令和７年４月１日でのすいすいバスの運賃改定というこ

とで、これはどこの業界もそうですけれども、物価高騰であったり、人件費の

高騰等も含めて運賃改定をせざるを得ないという状況を踏まえての対応とい

うことでございます。 

もう１点が、令和７年４月２日以降、今後もまたこのようなことが起こり得る

ということに対しましては、運行会社である阪急バスさんのタイミングとそろ

えていくというような内容でございました。こちらの内容に関しまして、意見

等ございますでしょうか。ある場合には挙手をしていただければと思います。

いかがでしょうか。よろしいですかね。Ｗｅｂの皆様方もいかがでしょうか。 

こちらについては、社会の変化に対応するという上で、値上げという意味では

利用者の方々にとっては少し心苦しいかもしれないですけれども、やはり事業

を継続させていく上では必要なことかと思いますので、このとおり進めさせて

いただければと思います。最後にいかがでしょうか。特にございませんでしょ

うか。 

それでは、こちらの議事については一旦終了とさせていただきます。もし後ほ

ど何かお気づきな点があれば、その際に発言していただいても結構です。 

それでは、次の議題２に移りたいと思います。地域コミュニティ交通の創出に

ついて、資料－２ですね。事務局のほうで御説明のほうをお願いいたします。 

【地域コミュニティ交通の創出について（資料-２）説明】 

御説明いただきまして、ありがとうございます。 

ここから皆さんの意見をお伺いしますが、ちょっとその前に１点だけ事務局に

確認させてください。 

次の議題に関わるところではあるんですけれども、今回、こちらの骨子（案）、

多分初めて協議会の中で出てきたと思います。その後、来年の第９回の協議会

で再度議論させていただいて、その後、パブリックコメントに移るというふう

に承知をしておりますので、皆様方にお願いしたいのは、ぜひ忌憚なき御意見

をいただいて、それがパブリックコメントに出る一歩前の、十分に議論できる

という意味ではこのタイミングで御意見をいただくということが非常に重要

になってきますので、お気づきの点、どんな形でもいいので御意見をいただけ

ればと思っております。 

それでは、質疑のほうに移りたいと思います。何か御質問や御意見等ありまし

たら、挙手のほうをお願いいたします。位置づけとしては、こちら、計画の中

に入っている事業メニューということですので、この取組といいますのは地域

コミュニティ交通の創出ということで、これは計画の中に位置づけられており

ますので、遂行していく必要がありますが、その中身についてはこれから検討

するということになります。 

いろいろな条件がありますけれども、基本的には既存の交通に乗り継ぐための

ということですので、いわゆるラストマイル、ファーストマイルと言われるよ
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うな部分を地域の発意によって行っていただくというのがこちらのガイドラ

インの肝ではないかなと思います。 

では、猪井先生、お願いいたします。 

富山大学の猪井です。 

ちょっと聞き取りにくかったので、聞こえていないだけなのかもしれないんで

すけども、これはいわゆるすいすいバスが運行していないところでやるという

ことから考えると、やはり収支が取れるわけではないということが思われる中

で収支をちゃんと取りなさいというようなこと、実証実験のときは支援するけ

れども、本格運行になったら基本的には黒字を目指しなさいというものなんで

すけども、これはやはり無理なんじゃないかなという気がいたします。これが

できるということは黒字路線ができると、商売ができるという路線を見逃して

おられるということを言いたいということで、それの立ち上げは支援しなきゃ

いけないんだけども、見逃しておられるということを言いたい。地域コミュニ

ティ交通の支援と言いながら、継続的に支援をしなければ、これは成立し得な

いものだと思って、御案内のとおり、すいすいバスも収支率が５割前後という

ところをずっとクリアできていないというところを考えても、これで黒字採算

を取りなさいということは、ちょっと何か違うんじゃないかなというような気

がいたします。 

それこそ既存事業者さん、以前に申し上げたかもしれないんですけども、既存

事業者さんにとったら、これはうちらが商売を見逃しているということを言い

たい制度ですかということにも聞こえかねないので、何かそこの部分が抜けて

いることが、ここが最初に書いてある背景のところとあまり整合しないなとい

う気持ちで聞いておりました。そういうものが成り立ち得るのかしら。これは

成り立ち得ないだろうと思いながら拝聴していました。 

あと、運行計画のところを拝見していて、最後の運行計画の内容、運行サービ

ス項目でお書きいただいている内容について、結局運行形態として何を決めろ

と言っているのかが分からないんですね。運行形態というのは前のページで示

してます運行形態の中のどれかを選びなさいと言っているんだと推測はつく

んですけども、ここに書いておられる中で、例えばお住まいの方の移動形態に

応じない運行形態を選ぶところってないんですよね。むしろちゃんと定時運転

でやるのかとか、求められているところのクリアする基準がよく分からないと

いうのは思いました。 

その割に利用料金のところを見ると、具体的に運行距離に応じて料金を取りな

さいとなっていて、一括運賃は駄目ですよと。こういうのがメインになっちゃ

っているので、運行距離に応じた料金設定をしなさいねとなっているのが、妙

に詳しいところと詳しくないところが混在してて、ここのサービス項目を設定

するのがすごく難しい。 

まずは何が要求されているのかが分からないというのと、要求されているとこ

ろのように読めるところは、そこを本当に要求するんですかというような項目

が入っているというところがあるんですけども、今の出された資料の段階は、
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事務局: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長: 

事務局: 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長: 

会 長: 

 

まだここは練りますという段階なのか、いや、これで行きますという意見を伺

いたい段階なのか、そこがお伺いできればと思いました。以上、２点です。 

ありがとうございます。 

まずは、黒字化ということなんですけれども、この前提の条件の中で黒字を取

るというのは難しいのではないかという点と、あとは運行形態と料金ですね。

ここはかなり密接に結びつくところがあるので、変に具体的に書き過ぎてしま

いますと、運行形態に逆に縛りが生じてしまうというようなここは少し練る必

要があるのではないかというようなところかと思います。 

じゃ、この２点について、まず１点目から、事務局から御説明いただけますで

しょうか。 

まず１点目、黒字が難しいのではないかというところになるんですけども、ま

ず、市のスタンスから御説明させていただくと、背景と目的にも書いてますけ

ども、本市の公共交通は鉄道、路線バス、タクシーと網羅されており、一定充

実していると。それを補完するコミュニティバスによっても不便地域、公共交

通空白地は解消されているということなので、市が主体となってコミュニティ

バス等を導入する予定はないというのが市の基本スタンスです。 

黒字運行というのは確かに商売が成り立ちますので、事業者さんが需要を見落

としているんじゃないんですかというようにもし聞こえていたら大変申し訳

ないんですけども、やはり地域の熱量というのは、我々もそうですし、事業者

さんも１００％把握されているかと言われれば、なかなか難しいところなのか

なと思います。 

そうしたところで、黒字運行、もしくは黒字運行に近い事例というのもちらほ

らとあるという認識をしております。 

なので、やはり吹田市のようにほとんど勢圏が入っている中でもそういった黒

字の事業というのはあり得るものかなと思っていますので、地域主体となって

やっていただくようなスキームを今現在考えて、一定側方支援のほうはすると

いうスキームで御用意させていただいたという形になります。 

２点目に関してはいかがでしょうか。運行形態と料金のところ。 

２点目につきましては、運行形態、利用料金のところなんですけども、利用料

金はこれでというわけじゃなくて、今後また検討を重ねていければと思うんで

すけど、要するに需要や利用実態に応じた料金設定をしていただきたいと。利

用料金で言えば、当然運行日、運行時間帯が多ければ高い料金になりますし、

運行日、運行間隔が少ないとなれば料金が安くなってくると思いますので、そ

ういった需要実態に合わせた料金設定をしていただければと思っています。運

行距離に応じたというのは、必ず運行距離に応じた料金設定をしていると考え

ているわけじゃないので、ここはちょっと資料の修正をさせてもらえたらと思

います。 

ありがとうございます。 

聞き取れたかどうか定かじゃない中で申し訳ないんですけども、まず 1 点目に

ついては、熱意があるかどうかというのは確かにそうなのかもしれません。た
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だ熱意があるからといって黒字運行ができるかというのは、それは別の案件だ

と思いますので、熱意があるから黒字運行ができるんだというのはちょっと計

測はなかなかしにくそうなので難しいことを求められているかなというのが

正直な感想です。 

２点目でございますけども、利用料金のところというのは、違うというのは理

解いたしました。ほかのところでも、例えば事業者とやるのであれば、書かな

ければならないこととすると、ここの色を塗ったところですね。ここで書かな

あかんことは、乗合事業を基本としますという、前のページで書かれているこ

ととかは求めているから、要求事項なのか、ここの説明なのかが、実はここの

ページが分からないので、要求事項であると、先ほどおっしゃられたような、

ちょっとこれは書き過ぎですよねというところとかは修正していかなきゃい

けないなと思っているところです。ですので、ちょっとそこは修正が必要かな

という気がいたします。 

あともう１点、脱線でお話しすると、距離料金に応じたというのも、例えばコ

ミュニティ交通であるというのであれば、収受のしやすさというのが当然必要

となってきますので、そこが運行形態なんだろうと思っています。数円という

のを例えば取らなあかんとなったら、それは実態的にバスでは取れない、乗合

交通では取れませんので、しかも、いわゆる乗合タクシーみたいな形で人それ

ぞれで分けて、１０円単位で、あなた何円、あなた何円ね、あなたはここから

乗ったから何円ねというのを運転手さんがオペレーション上分けれるという

わけではないということも考えられますので、ここは運行の需要。需要なのか、

言葉も需要運行形態というのが追加しているので、需要や運行形態に応じた料

金設定になるわけですね。ちょっと文章を見直していただく必要があるかと思

いました。ちょっと言い過ぎのところもあったかと思いますけど、以上です。 

ありがとうございます。 

この点に関して真壁委員から補足いただきます。 

先ほど事務局のほうから説明がありましたが、若干補足も含めて吹田市を代表

して御説明をさせていただこうと思います。 

まず、利用料金については御指摘のとおりかなと思っていまして、この時点で

利用料金のことをあまり詳しく語るということはなく、あくまでガイドライン

ですので、そういった意味ではもう少しガイドライン的にといいますか、導入

しやすい、あらゆることを考えていったほうがいいと考えますので、そこにつ

いては御指摘のようにちょっと検討しなきゃいけないかなと思っています。 

１点目の黒字運行、多分一番これがポイントになるかなと思うんですが、他市

事例とか、いろいろ見ていると、赤字補填をされているところがたくさんある

ことは重々分かってはいるんですが、吹田市の場合は、既にすいすいバスを運

行していまして、これに年間３,０００万を超える支出をしているところが他

市のデマンドのみをやっているところとは大きな違いかなと思っていまして、

現時点ですいすいバスに多額の補助、支出をしている段階で、現時点の段階で

さらにそういうプラスαとしての公共交通を導入しようとしたときに、そこに
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副会長: 

赤字補填を積極的にやっていくだけの体力が吹田市にどこまであるかという

ところが１つの考え方にありますので、逆に、そこの赤字補填まで市がやって

いきますよということであれば、すいすいバスの在り方から考えて、すいすい

バスも同じように小規模にしていくであるとか、そういう総合的な方法にさら

に時代の流れとともにやっていく必要があると思っていますので、あくまでこ

れは現時点での、今導入するとなったときにはこういう形のガイドラインかな

と。 

ただし、担当からも説明がありましたとおり、イニシャルコスト、一般的に考

えると車両代になるんでしょうか。その部分につきましては、最低限吹田市と

しても何とかすることによって、何とか維持、運営だけは黒字といいますか、

何とか採算を取っていただきたいというのが現時点での考え方ということで

ございます。以上です。 

ありがとうございました。 

ほかに何かございますでしょうか。先ほどＷｅｂ上で手を挙げておられたよう

な気がしたんですが、気のせいでしたらあれですが。 

福祉部長の大山ですけども、聞こえてますでしょうか。 

聞こえております。 

ありがとうございます。 

先ほどのガイドライン、骨子案の２枚目なんですけども、検討手順で、１番目

の発意から検討開始までということでステップ１から４まで挙げられている

んですが、ここに書いておられる検討開始までの流れを見させていただいた中

で、ちょっと教えていただきたいことがありまして、まず、この地域組織の形

成とあるんですけども、地域で自発的に組織されるのを待つというようなスタ

ンスなのか、あるいは、市がそういう組織づくりを積極的に働きかけていくの

か。あるいは、既にそういう、ここに書いておられるような勉強会みたいな、

そういう準備組織というものがあるのかどうか。その現状とかを少し教えてい

ただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。 

ありがとうございます。 

運営主体の地域組織がどういったものを想定されているかというような御意

図だったと思います。事務局、回答をお願いいたします。 

お答えいたします。 

役割分担のところでも少し御説明させてもらったんですけども、地域住民とい

うのは主体的な運営という役割を担っていただきます。ですので、地域組織の

設立というのは、市が何かするというわけではなくて、自発的に地域で組織を

設立してもらうということを考えています。 

その上の地域組織を立ち上げる前の勉強会等も同じです。地域の自治会や有志

の方による勉強会等を自発的に立ち上げてもらって、しっかり地域の問題、課

題、解決策等をまずは勉強していただいて準備してもらうということで考えて

います。以上です。 

ありがとうございます。 
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副会長: 

 

まずは有志の緩やかなつながりから始まって、多分ステップが進むにつれてど

こかで何か組織として明確にしてあげるというような、そういうような御意図

だったかと思いますが、大山委員、いかがでしょうか。御回答になっておりま

したでしょうか。 

はい。ここに書かれてあるとおりのことなのかと思うんですけども、要するに

聞きたかったのは、既にそういうような動きがあるのかどうかなということ

で、今のお話でしたら、これからそういう準備組織、勉強会、有志の集まりな

どもこれからできるんじゃないかというような期待をしてというレベルなの

かなと思うんですけども、ずっと待っているだけでできない可能性があるんじ

ゃないかなと思うんですけど、そのあたりはどういうふうにお考えなのかなと

思っています。もしよければお答えいただけたらと思います。 

ありがとうございます。 

現時点でそういうような手を挙げそうな組織、あるいは団体があるのかという

ことですけれども、事務局のほう、いかがでしょうか。 

すみません。回答が抜けていて申し訳なかったです。 

地域によってはそういう勉強会等をしているところがあるというのは聞いて

おりますので、そういったところが手を挙げることがあるかと考えています。

以上です。 

そのような勉強会をされているところがあるということでした。それでは、ほ

かに御意見ありますでしょうか。 

野津委員、お願いいたします。 

阪急バスの野津でございます。お世話になります。 

ちょっと分からないことだらけで、読めば読むほど疑問点が出てくるんですけ

ども、まず、地域コミュニティ交通というのは、この協議会での位置づけとい

うのはどうなるのかなというところで、協議会で提案というまではステップ３

のところに書いてあるんですけども、これが協議会で承認されて、公共交通維

持・改善計画等々に位置づけられて、例えば国の補助を得ていくとか、あるい

は、道路運送法上の特例措置が受けれるとか、そんなところまでの位置づけを

するのかどうなのかというところがまず１点と、あと、乗合交通が基本という

ところで、２点目ですけども。発意から検討開始までの支援内容で、現行サー

ビスの見直しが可能か協議というところを市さんがお手伝いをされるという

ことと読んだんですけども、ということは、乗合事業を吹田市さんの市域でや

っているといったら限られてくるというところで、そういった事業者と協議を

するということをイメージされているのか、例えば、地元がこんなことを言っ

ているので、今、乗合事業をされていないタクシー会社に相談をかけられると

か、そういうことまでも指しているのかどうなのかというところもお教えいた

だきたいなというところです。まだいろいろ疑問点はあるんですけど、言葉に

整理できていないところが実情です。よろしくお願いします。 

ありがとうございます。 

まず２点、お伺いいただきました。 
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副会長: 

まず、この地域コミュニティ交通が実際に実現するとなったときの位置づけで

すね。計画上の位置づけ、あるいは法律上の位置づけをどのようにお考えかと

いうところ。２点目が、事業者についてですね。既存の、今、すいすいバスは

阪急バスさんに担っていただいておりますけれども、どういった主体がなられ

るであろうと想定されているかというような、まずはこの２点をお伺いしたい

ということでした。お願いいたします。 

１点目の御質問なんですけれども、こちらにつきましては、既存の公共交通と

競合しないというところを挙げていますので、競合しないかどうかの確認を協

議会の場で交通事業者の方に御確認をいただくというふうに思っております。 

２点目の法律上の位置づけですかね、特例措置等を受けられるようにするのか

というのは、ちょっと今、現時点では記載していないんですけども、そういっ

たことは、特例措置等は受けれるように盛り込んでいけたらなとは考えており

ます。 

あと、対象になる事業者なんですけれども、やはり小さいエリアということに

なってくると思いますので、タクシー事業者様のようなところが対象になって

くるのかなと思います。以上です。 

ありがとうございます。 

１点目に関しては、公共交通の補完、あるいは乗り継ぎということで、計画で

ある程度ネットワークが書かれて、言い方は悪いですけど、余白というか、足

りていないところに入れるというのがまず前提条件でして、さらに発意から検

討開始までのところの１番に、支援内容に書いておられるとおり、場合によっ

ては既存交通の少し、これは多分実際にはルートを見直すみたいな、そういう

話にも踏み込まれるような記載があると思いますけれども、基本的には既存の

公共交通で対応するというのが前提条件の下、それでもやはり手が届かないと

ころについてはこのプロセスを経て検討するというような位置づけかと思い

ます。 

やはり黒字化ということを念頭に置きますと、補助金なり何なりというのは、

もちろんそれは取れたほうがいいんですけれども、ちょっとそのあたり、どう

いうふうに位置づけするのがいいとか、そういった知見とかってありますでし

ょうか。何かそういう、現時点で盛り込まなきゃいけないというか、書かなけ

ればいけないというか、コミュニティ交通の位置づけをどういうふうにしてお

くと何らかの補助金が得られるみたいな、そういうようなことはあるんでしょ

うか。 

国の補助金メニューですと、どうしても幹線系統があった、広域輸送の幹線系

統があった上でフィーダーの系統があるという形で計画のほうに盛り込んで

いただければ、そこに持ってくるなという状態ではありますね。 

分かりました。 

補助幹線が市内でございませんので、国の補助を活用するのは難しいのかなと

考えています。 

ありがとうございます。 
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そういう意味ではかなり住民さんの頑張りというか、先ほどから市さんがおっ

しゃられているとおり、熱意という部分が非常に重要になってくる点と、あと

は、住民発意ということですけれども、これ、本格運行の最後のところにも書

いておりますが、継続的な活動及び利用促進ということで、ある種のマーケテ

ィングではないですけれども、需要の掘り起こしのところも含めて住民さんが

担っていただくような想定をしているというふうに受け止めておりますので、

かなり大変ですけれども、それだけ困っている地域に、困っていて熱意がある

ところには支援を行うというところかなと思いますが、ただ黒字化というとこ

ろでどこまで本当に、客観的に見て運行範囲とかも結果的にはかなり絞られる

中で、黒字化というのが本当に現実的に可能なのかどうかというのは議論の余

地がありますし、ただそれは、先ほど真壁委員がおっしゃっていただいたとお

り、すいすいバスとのバランスもあるということですので、このガイドライン

自体も見直しが今後、黒字化という制約をどこまで考えるかというのは議論が

必要なことかと思います。 

ただ、すいすいバスのときの議論でもそうですけれども、やはり道路事情によ

ってどうしてもバス停を置けなかった地域というのはおいくつかあったよう

に思いますので、そういったところについては恐らくこういうような形で支援

というか、地域の足を確保するということは必要になろうかなと私自身は想像

しております。 

ほかに何かありますでしょうか。お願いいたします。 

大阪府の交通計画課長の鬼追でございます。 

質問というよりも、ちょっと確認をしたいんですけども、支援対象地域に、公

共交通空白地域、もしくは不便地域に居住する方々の移動手段確保という、ち

ょっと抽象的な表現になっておるので、割と住民さん発意の自発的なところを

求めているということであるならば、支援対象地域についてもう少し明確にし

ておいたほうがいいのかなと。 

空白地域の定義って、意外ときっちりしたものがないのかなと思っておるの

で、一応吹田市さんの中では空白地域の定義というのはこういうものだと。で

すので、この地域から外れるところが対象になりますというのはもう少しはっ

きり書いたほうがいいのかな。 

例えばバス停から半径何ぼという範囲という考え方もあると思うんですけれ

ども、真っすぐ道があるわけじゃないやろうから、実際にうねうね曲がりくね

った道をてくてく歩いていくと、実際の半径の距離よりもはるかに長い距離を

歩かないといけないというところもあるやろうし、そんな考え方にしっかりと

明確さを出すためにも、きちっと定義しておいたほうがいいのかなというのが

１点と、あともう１つ、市さんの考え方というところで、多分これ、住民さん

がないものねだりで、こんなん欲しい、あんなん欲しいというものがいろいろ

あったりして、それを導入して赤字補填をしないといけないことになってしま

ったりというのが非常に危惧されるというところで、主体的に取り組むという

ところの自発的な発意、あと、黒字化という割と厳しい姿勢を示されていると
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いうところでございますので、もう少し本市の考え方というところに、そうい

った姿勢というか、ニュアンスを書いておくべきなんじゃないのかなと。 

何となくこれを見ていたら、皆さんの意識が重要ですぐらいは伝わるんでしょ

うけども、もっとシビアに考えていただかないと市としては支援するには足り

ませんというふうなお考えをお持ちであるのであれば、もう少し踏み込んだ表

現なり、姿勢を明確にすべきかなと思います。これは１つの意見でございます。

以上です。 

ありがとうございます。 

２点、いただきました。支援対象地域ですね。ここが少し不明確というか、い

ろんな読み方ができそうな記述になっておりますので、そのあたりがもう少し

具体化できないかというようなところと、あとは２点目、本市の考え方につい

てですね。これまで御回答いただいたような、やはり住民さんとしてもかなり

熱意、そして、多分、労力も含めてですね、あるいは需要喚起も含めてですね、

そういったことを求めるのであれば、その旨を１ページ目の本市の考え方のと

ころにもう少し書き加えてはいかがかというような御意見でした。いかがでし

ょうか。 

まず２点目の本市の考え方の部分については、確かに市として黒字運行なりと

いう姿勢があるので、ちょっとここは一旦考えさせていただいて、また御提示

させてもらえたらなと思います。 

次に、１点目の空白地域の定義なんですけども、空白地域の定義、鉄道勢圏、

駅から８００メーター勢圏及びバス停から３００メーターにある地域が勢圏

なので、それ以外の部分が公共交通空白地ということになります。 

これは維持・改善計画の中にも公共交通利用圏の空白地も分かるような図がご

ざいますので、そのあたりの表現としては今後どうするかというのは内部で考

えていきたいと思います。以上です。 

ありがとうございます。 

多分この公共交通利用圏に該当しないというような表現で、おっしゃられると

おり３００メートル圏内でも、実情はもっと歩いているような地域であった

り、経路的に長かったり、高低差があったりというので、それだけでは単に測

れないというような実態があろうかと思いますので、あえて図示せずに、そこ

は文脈をしっかり読み解きながら判断すると。その判断が、恐らく地域公共交

通協議会、この場で妥当性とかを検討するようなことになろうかと思いますの

で、あえて図を描かず、こういうように表記したものと私としては受け止めて

おります。 

それ以外いかがでしょうか。中村委員、お願いいたします。 

大阪運輸支局輸送部門の中村です。 

先ほど交通空白地の関係なんですけども、国土交通省のほうで、東京のほうな

んですけども、ラストワンマイル・モビリティ／自動車ＤＸ・ＧＸに関する検

討会というところで検討されていまして、パブリックコメントも終わっている

んですけども、その中で交通空白地に係る目安の設定及び地域交通の把握に関
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するマニュアルの活用・促進ということで、これまで空白地であるということ

の目安がございませんでしたので、地域交通の把握に関するマニュアルという

部分、令和２年１２月に公表しているものがあるんですけども、その中で半径

１キロメートル以内にバス停、駅がない地域であって、タクシーが恒常的に３

０分以内に配車されない地域は、少なくとも交通空白地に該当するという、国

参考となる目安ということなんですけども、そちらが記載される予定となって

おります。まだ具体的にマニュアルを改正されたとは聞いておりませんので、

また改正されましたら吹田市さんのほうに投げさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。 

ちょっとその定義だとなかなか吹田市は当てはまらないような感じはありま

すので、そこは地域の実情というか、しっかりと実態を把握して、あくまでも

協議会の場でそれをしっかりと議論するというプロセスが必要かと思います。 

それ以外、いかがでしょうか。お願いします。 

何度もすみません。阪急バスでございます。 

先ほどちょっとこの協議会とコミュニティ交通の関わりというところで発言

させてもらったんですけども、５番の本格運行の開始というところで、難しい

という話が出ていて、私も難しいと思っているんですけども、仮に黒字化がさ

れたというところで本格運行になったというところで、そこの協議会としての

関わり合いというところでは、やはり私はこの地域コミュニティ交通を検討し

て、協議会で提案。協議会の承認事項というか、黒字化したから協議会から手

が離れてしまうといったようなものにしてしまうと、ちょっと困ったことが起

こるんじゃないかと。ある面、市さんも協議会もかかわらず自由に動き出して、

結局競合関係の交通をつくってしまうというような懸念もありますので、市さ

んなり、協議会なりが、この計画には立ち上げから運行されている限りは深く

関わっていかなければいけないんじゃないかなと思っていますので、よろしく

お願いします。 

ありがとうございます。 

本格運行以降に協議会として、例えば毎年評価だったり、あるいは見直しなの

かもしれないですけど、そういった項目を書き加えてはというようなところで

すけども、その実施後の協議会としての関わり方、今、現時点で何かお考えが

あれば御説明をお願いいたします。 

本格後なんですけども、運行状況の確認等は必要だと考えていますので、１年

に１回とか、そういうところで協議会のほうには報告してもらうようなことは

考えたいと思っています。 

また、今後詳細を盛り込んでいきたいと思いますので、そのときはよろしくお

願いします。 

ありがとうございます。 

それでは、その旨、お書き加えいただきまして、また次回の協議会で御協議い

ただければと思います。 
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それ以外、いかがでしょうか。どうぞ、清水委員。 

都市計画部の清水でございます。 

１点、ちょっと確認をしたいんですけども、地域住民という定義がどのような

範囲までを地域住民と言うのかというのを少し教えていただきたいと思いま

す。本当に住民さん自らが発意を持って交通を検討していく。これはすばらし

いことだと思いますけど、その一方で、地域に根づいている企業さんというの

も大なり小なりたくさんいらっしゃるんだと思います。そこをうまく連携しな

がら地域交通を担っていくという、あるとかないとかは別に置いておいて、そ

ういうケースも一定想定しておく必要があるのかなと思っていまして、地域住

民と言われる定義ですね。今どのように想定されているかというところを少し

教えていただきたいと思います。以上です。 

ありがとうございます。 

地域住民の定義ということですけれども、地域の事業者も含むか否かというと

ころが御質問の意図だったかと思いますが、いかがでしょうか。 

地域住民の定義ですけども、１つは自治会の方、もしくは自治会としっかり連

携を取れる方と考えていますので、そこには地域の企業さんというのも入って

くるかなと思います。以上です。 

ありがとうございます。 

地域の住民さんが必ず入っている形で、後は地域のいろいろな主体がそこに入

っても構わないというようなことでした。 

それ以外、いかがでしょうか。 

次回にはパブリックコメント（案）というところになってしまうので、どんな

細かいところでもお気づきの点があれば、今のうちに御発言いただけると幸い

ですけれども。それ以外、いかがでしょうか。 

私からもう一度というか、お伺いしたいんですけれども、先ほど、今回に関し

ては黒字を前提条件とするということでしたけれども、今後の将来の状況によ

っては、そこは変え得る。あるいは、ガイドラインの中身も多分運用しながら

変えていくかもしれないんですけれども、このガイドライン自体の、あるいは

このスキーム自体の見直しのサイクルというか、何年に１回とか、そういった

ことは現時点でお考えでしょうか。 

なかなか具体的なことを申し上げるのは難しいんですけども、何年サイクルか

ということは、現時点ではありません。 

ただ、この後の議題にも出てくるんですけども、どうしても全国的な路線バス

の廃止というような状況があって、吹田市ではまだまだ少ないところですけど

も、そういった状況も十分考えられます。そういったところのタイミングが見

直しのサイクルの起点になるのかなと考えます。以上です。 

ありがとうございます。 

支援対象地域に関わるところですけれども、公共交通利用圏に該当しない地域

ですね、そこがこれから見通しがつかない中で変わり得ると。そういうような
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状況に対応してガイドラインもその状況に対応していくというような御発言

をいただいたと思います。 

それでは、ほかになければ、今回いただきました御意見を事務局のほうで取り

まとめて、そして、再度ガイドラインのほうに反映していただき、また、次の

議題に関わりますけれども、次の協議回で御報告いただくということです。 

そして、私から事務局の方にお願いしたいんですけれども、今回特に阪急タク

シーさんが御欠席ですし、ほかにも欠席されておられる方がおります。意図と

しては地域公共交通と共存というか、これの効果を相乗させるような位置づけ

ではございますけれども、先ほどの野津委員の御指摘のとおり、運用によって

はそうではない現実が生まれてしまうこともはらんでいると思いますので、非

常にここの部分については慎重に進める必要があると思っていますので、今回

御欠席の方々からも御意見をいただくようにお願いを申し上げます。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。資料－３「今後のスケジュールに

ついて」です。説明をお願いいたします。 

【今後のスケジュール（予定）（資料-３）説明】 

ありがとうございます。 

このスケジュールについて、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

重ねてですけれども、次回にはパブリックコメント（案）、ガイドラインのパ

ブリックコメント（案）が出てくるということですので、皆様、その心づもり

でいただけたらと思います。 

それでは、議事についてはこちらで御用意いただいたものは終了となります。 

3. 報告 

副会長: 

事務局: 

副会長: 

 

委 員: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、報告について、事務局より説明のほうをお願いいたします。 

【吹田市内路線バスの一部廃止について（資料－４）説明】 

御説明ありがとうございました。 

これに関して京阪バス様からコメント等があれば。 

京阪バスでございます。 

日頃は当社の事業運営に御協力、ご理解をいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 

このたびは運転士不足ということでございまして、今御説明いただきました寝

屋川から守口を通って吹田に行く路線バスを廃止させていただくことになり

ました。この路線は、もともと守口市駅から阪急の上新庄駅に行っている路線

として運行しまして、昭和５４年（１９７９年）に今のＪＲの吹田駅のほうま

で路線を延ばして今まで運行してきたというところでございます。 

御説明がありましたように、当社としましては唯一の吹田市内の路線でござい

ますので、この路線を廃止するということになりますので、この協議会につき

ましても本日が最後の参加になるということでございます。今までいろいろと

ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

副会長: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから、御利用していただいている皆様には非常に御不便をおかけすること

になると思いますけども、何とぞ御理解を賜りたいというように思いますの

で、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

どうもありがとうございました。 

なかなか長いこと吹田市民のために、かなり状況が厳しいながら運行していた

だいたことを代表してお礼申し上げます。京阪さんに限らず、全国的にかなり

公共交通の維持、特にバスですけれども、維持が苦しい状況ではございますの

で、協議会の場でも、先ほどのガイドラインというところもありましたけれど

も、何らか知恵を絞り、そして、いろいろな力を結集させながら、市民の皆様

の移動の足を確保できればと思うところでございます。 

今の御説明に対して質問や御意見がありましたら御発言をお願いいたします。

よろしいでしょうか。 

それでは、こちらの報告についても以上とさせていただきます。 

 

4.その他 

副会長: 

 

事務局: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長: 

 

 

委 員: 

 

 

 

 

 

副会長: 

 

 

最後ですね。その他についてですが、事務局から何かございますでしょうか。 

お願いいたします。 

すいません。その他ということで、事務局からの提案がございます。先ほども

運転士不足ということのお話が出ましたけれども、路線バスの事業におきまし

ては、２０２４年問題によって運転士不足が問題とされているというような現

状でございます。吹田市域においても、先ほどの報告でありましたとおり、廃

止路線があり、市民や来訪者の移動に影響が出ている状況ということでござい

ます。 

今後につきまして、提案でございますけども、バス事業者様において経営の効

率化等を尽くされていることは重々承知しておるんですけども、市民の方や行

政のほうにおいても利用状況等を共有していきまして利用促進につなげてい

きたいと考えておりますけども、いかがでしょうか。 

ありがとうございます。 

これは事業者さんに利用状況を共有していただくというような御提案でした

が、阪急バス様、いかがでしょうか。 

ありがとうございます。阪急バスでございます。 

今御提案があった内容につきまして、私どもも吹田市域の中でもやっぱり厳し

いところとか、ございますので、その辺はちょっと分かりやすいような資料で

皆さんにお示しをさせていただきながら、こういう問題点を抱えているとか、

そういったところを一度御議論いただけたらなと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

ありがとうございます。 

それでは、近鉄バス様、いかがでしょうか。 
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委 員: 

副会長: 

 

 

委 員: 

 

副会長: 

委 員: 

 

 

 

 

 

 

 

副会長: 

 

 

 

事務局: 

近鉄バスの宮本です。 

先ほど御提案いただきました内容につきまして、当社につきましてもバス業界

の今の大変さというのを示すいい機会だと思っておりますので。ただ、どうい

った数字を出すと一番効果的に伝わるのかというのは事務局さんも含めなが

ら、ちょっと相談していければなと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

ありがとうございます。 

まさにおっしゃられるとおりで、せっかくお出しいただく、データを出すにし

てもそれなりの労力がかかると思いますので、その数値を最終的には利用促進

につなげるということが非常に重要かと思いますので、どういった形で出すか

というのは議論をすべきですし、会議資料として出てくることは、それはそれ

でいいんですけれども、議事録で読んでという市民さんはなかなか多くはない

ので、やはり地域にちゃんと見てもらうというような、そういう仕掛けづくり

は必須だと思いますので、このあたりを事務局のほうでもお考えいただきたい

ですし、我々協議会としてもその旨、どういうふうに周知していくかというの

は継続的に議論させていただければと思います。 

取り急ぎ次回の協議会でまた、ちょっと内容については事務局と各社さんで御

相談をまずいただいてという形になろうかと思うんですけれども、利用状況を

いただくということでよろしいですかね。阪急バスさんと近鉄バスさんもその

ような形でよろしいですか。 

はい、了解いたしました。 

ありがとうございます。 

それでは、これで全ての議事が終了いたしましたが、最後に何か発言の忘れ等

ございませんでしょうか。お願いします。 

よろしいでしょうか。吹田市役所環境部長の道澤と申します。聞こえておりま

すでしょうか。 

はい、聞こえております。 

本日の議事とはちょっと外れるんですけども、１点教えていただきたいんです

けども、スケジュールのところで、シェアサイクルのことです。資料では実証

試験が令和６年３月３１日に終了するということになっていて、その後、矢印

が伸びていないんですけれども、環境部としましてはＣ０２削減に寄与すると

いうことで、車に頼らない移動手段としてシェアサイクルの意義というのは非

常に重く見ております。そういった点も含めまして、実証試験の内容、効果で

あったり、今後の見通しについて、現段階で分かる範囲で教えていただければ

と思います。以上です。 

ありがとうございます。 

事業６のシェアサイクルの拡充ですね。矢印としては本年度末で実証試験が終

了するということになっておりますが、そのあたり何か、今後の方向性なりが

あれば御説明いただければと思うんですけれども。 

総務交通室の石本と申します。 
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先ほどの御質問にありましたシェアサイクルですけども、本来実証実験の目的

といいますのが、既存の駐輪場への影響がどういったものがあるか、もしくは

ないのか。あと、公共交通に対する影響がどういうところがあるのか、ないの

かというところを検証しながら、令和６年３月３１日までに結論を出して、そ

の結果次第では本格実施への移行というところを考えておりましたけども、実

証実験を始めたときがちょうどコロナの影響等々もございまして、なかなかコ

ロナの影響による利用者の減なのか、また、シェアサイクルがどれぐらい影響

を与えているのかというところがちょっと検証することができない期間でご

ざいましたので、基本的には今のところまだ実証実験は延長して、その辺を確

固たる検証をしていく必要があるのかなというところを考えておりますので、

一応今、ここで矢印は止まってはおるんですけども、今後についてはその辺を

検証しながらどういうふうにしていくかというのは考えていきたいと考えて

おります。以上です。 

ありがとうございます。どうぞ。 

ちょっと聞き取りにくかったんですけども、もうちょっと実証試験の期間を延

ばすということで、その上で判断するということでよろしいですか。 

すみません。事務局というか、総務交通室としましては、今その方向で考えて

いるところでございます。 

分かりました。また詳しくお聞きしたいと思います。ありがとうございます。 

ありがとうございました。 

また今後の流れが決まりましたら、協議会のほうで御報告いただければと思い

ます。それでは、ほかは。 

何度も申し訳ございません。阪急バスでございます。 

皆さん御存じのように、北大阪急行が箕面市域に延伸されるということで、そ

の日付が来年の３月２３日ということで発表されているんですけども、それに

絡んで箕面市域の路線を見直すというところで、一部吹田市のエリアも影響す

るところがございますので、簡単に御報告させていただきます。 

まず、バス停で言いますと、藤白台５丁目、旧の循環器病センターがあったと

ころです。そこの停留所を通っているのが、箕面市の粟生団地というところか

ら藤白台５丁目を通って北千里、千里中央へ向かうという路線があるんですけ

ども、これについては主な需要の発生地である箕面市域から新しい駅への接続

ということも計画しておりまして、大きく需要が減るというようなところで、

藤白台５丁目を通る便について減便ということになりますので、あしからず御

了承いただきたいなと考えております。それと、山田上あたりの住所になるの

かなと思うんですけども、私どもの停留所で言いますと、阪大口、あるいは金

蘭会学園前といったようなところを通るバス路線が、箕面市の小野原地域か

ら、やはり北千里を通って千里中央に向かうという路線がございまして、これ

についてはほぼほぼ輸送力は現状維持ということでは考えているんですが、一

部時間帯でちょっと便数が、微々たる減便があるというところでお知らせをさ

せていただきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。 



 

 

副会長: 

 

情報共有ありがとうございました。 

かなり大きく変わるということではなかったんですけども、引き続きそちらの

地域についても注視していただきまして、先ほどから話をされているガイドラ

インについては、あくまで公共交通利用圏に該当しない地域ということで、そ

この大きさというのも今後もまた可能性がありますので、しっかりそのあたり

を観察していただければと思います。 

それ以外に何かございますでしょうか。よろしいですかね。 

 

5.閉会 

副会長: 

事務局: 

 

それでは、全ての議事が終了いたしましたので、事務局にお返しいたします。 

葉委員、ありがとうございました。また、委員の皆様におかれましても、長時

間にわたり、ありがとうございました。以上をもちまして、第８回吹田市地域

公共交通協議会を終了させていただきます。 

 

以 上 


